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「 内部統制システムの基本方針」 の一部改定に関するお知らせ 
 

 

 当社は、 平成 27 年 7 月 30 日開催の取締役会において、 「 内部統制システムの基本方針」 を一

部改定するこ と を決議いたしましたのでお知らせいたします。 改定後の内容は下記の通り と なり

ます。 なお、 改定箇所を下線で示しており ます。  

 

記 

 

１ ． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ と を確保するための体制 

当社は、 経営の拠り 所と する 【 基本理念】 及び【 経営理念】 を制定し 、 代表取締役社長が繰

り 返しその精神を当社及び子会社（ 以下「 当社グループ」 と いう 。 ） の取締役及び使用人に伝

え、 法令遵守をあらゆる企業活動の前提と するこ と を徹底します。  

当社グループは、 取締役を責任役員と してコンプラ イアンス規程を制定し、 委員会を設置す

ると と もに取締役及び使用人が法令・ 定款等に違反する行為を発見した場合の報告に対して、

当社は通報内容を秘守し通報者に対して、 不利益な扱いを行わないこ と と しており ます。  

また、 当社に監査部を設置し 、 内部監査体制の確保と 維持・ 向上を図り 、 内部監査を実施す

るこ と により 、 コンプライアンス体制の整備を図っており ます。  

 

２ ． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  取締役の職務に係る情報は文書または電磁的媒体（ 以下文書等） に記録し、 また、 取締役会

規則及び文書管理規程に従い適切に保存及び管理（ 廃棄含む） の運用を実施し、 必要に応じて

運用状況の検証、 各規程等の見直しを行っており ます。 取締役及び監査役は、 常時これらの文

書等を閲覧できるものと しており ます。  

 

３ ． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、 代表取締役社長に直属する部署と して、 監査部を設置し、 その事務を管掌します。  

また、 定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し 、 監査実施項目に遺漏なきよう 確認

し、 必要があれば監査方法の改定を行います。  

当社の監査部の監査により 、 当社グループにおいて法令定款違反その他の事由に基づき損失

の危険のある業務執行行為が発見された場合には、 発見された危険の内容及びそれがもたらす



損失の程度等について直ちに代表取締役社長を委員長と する危機（ リ スク ） 管理委員会及び担

当部署に通報される体制を構築しており ます。  

危機（ リ スク ） 管理委員会は、 危機の範囲・ リ スク カタログ等の危機（ リ スク ） 管理規程の

整備、 運用状況の確認を行っており ます。  

また、 Ｂ Ｃ Ｐ （ 事業継続計画） を策定し 、 万一の非常事態に備え社内外の整備構築を図って

おり ます。  

 

４ ． 取締役の職務の執行が効率的に行われるこ と を確保するための体制 

当社の取締役会は毎月 1 回以上開催する定時取締役会のほか、 緊急を要する事項がある場合

には機動的に臨時取締役会を開催し 、 取締役の業務執行状況の監督、 重要事項に係る決定等の

経営全般の意思決定機構と しての機能を有しており ます。  

当社グループの業務執行の監督については、 取締役会規則により 定められている事項及びそ

の付議基準に該当する事項については、 すべて当社の取締役会に付議するこ と を遵守し、 その

際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役員に配布され充実した議論が行

われる体制をと っており ます。  

また、 子会社の業務執行の状況につきましては、 当社の取締役が子会社の取締役を兼務して

おり 、 当社の取締役会で状況報告がなされ、 議論が行われており ます。  

当社グループの日常の業務遂行につきましては、 職務権限規程、 業務分掌規程等に基づき権

限の委譲が行われ、 各責任者が意思決定ルールに則り 業務を遂行するこ と と しており ます。  

 

５ ． 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社グループは、 【 基本理念】 及び【 経営理念】 を、 当社グループの取締役・ 使用人にその

精神を伝え、 法令遵守をあら ゆる企業活動の前提と するこ と を徹底し 、 業務の適正を図り ま

す。  

当社グループは、 当社の監査部の定期的監査を受け入れ、 その報告を受けると と もに、 当社

のコンプラ イアンス委員長（ 社長） 、 子会社担当取締役と 監査部と が定期的に情報交換会を行

い、 コンプラ イアンス上の課題及び効率性の観点からの課題を把握し 、 対応策を実施しており

ます。  

また、 当社グループにおいてコンプラ イアンスに関する問題等が発生した場合、 当社のコン

プラ イアンス委員会事務局及び管掌取締役に報告されるほか、 重要な情報は適宜報告するこ と

と しており ます。  

 

６ ． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く こ と を求めた場合における当該使用人に関する

体制及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

現在、 当社の監査役の職務を補助すべき使用人はおり ませんが、 監査役には当社の業務を十

分検証できる人材を 2 名配置（ 常勤監査役） し 、 監査業務を行っており ます。  

当社は、 補助すべき使用人を必要に応じて置く こ と と し 、 その人事については当社の取締役

と 監査役にて意見交換を行い速やかに措置を講ずるものと しており ます。  

  当社は補助すべき使用人を置いた場合、 当該使用人は監査役の指揮命令下で監査役補助業務

を遂行するものと します。 また、 当該使用人の人事異動、 評価等の人事処遇に関する事項につ



いては、 事前に監査役会の同意を得た上で決定するものと し 、 取締役及び上司その他の者から

の独立性を確保します。  

 

７ ． 取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制並びにこれらの報告者が不利な取扱

いを受けないこ と を確保するための体制 

当社グループの取締役は、 監査役の出席する取締役会において職務の執行状況の報告を行っ

ており ます。  

また、 当社グループの取締役及び使用人は、 当社の各監査役の要請に応じて必要な報告及び

情報提供を行っており ます。 報告及び情報提供と しての主なものは、 次のと おり です。  

・  内部統制システム構築に関わる部門の活動状況 

・  子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況 

・  重要な会計方針、 会計基準及びその変更 

・  業績及び業績見込みの発表内容、 重要開示書類の内容 

・  監査役から要求された会議議事録及び稟議書の回付の義務付け 

・  内部通報制度の運用及び通報の内容 

なお、 監査役への報告者及び内部通報者に対しては、 社内規程に基づき不利益な扱いはしな

いこ と を定めており ます。  

 

８ ． 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の処理に係る方針及び監査役の監査が実効的

に行われるこ と を確保するための体制 

当社は、 当社の監査役がその職務執行について、 当社に対し 、 費用の前払い等を請求したと

きは、 職務の執行に必要でないと 認められた場合を除き、 速やかに当該費用または債務を処理

するこ と と しており ます。  

当社の監査役会は、 当社の代表取締役と 定期的に意見交換会を開催し 、 業務執行状況の確認

や監査役の監査報告、 監査意見等を提示し 、 相互理解を図り 、 監査精度の向上に努めており ま

す。 更に必要あると き、 適宜意見交換会を開催しており ます。  

また、 各取締役に対しては、 個別に面談を行い業務執行状況を確認しており ます。  

  

９ ． 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

反社会的勢力による不当要求に対しては、 当社及び当社グループ全体と して毅然と した態度

で臨み、 未然防止について制定した「 反社会的取引防止規程」 に具体的方針をかかげ、 反社会

的勢力と の一切の関係を持たない体制を整えており ます。  

 

１ ０ ． 財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため「 内部統制規程」 を制定す

ると と もに、 金融商品取引法に基づく 内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制

システムの構築を行い、 その仕組みが適正に機能するこ と を継続的に評価し、 不備があれば必

要な是正を行う 事によ り 、 金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整

えており ます。  

 

以上 


